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西成労働福祉センター窓口案内

窓口取扱内容

早朝窓口時間

窓口時間

早朝紹介

輪番紹介

窓口紹介

紹　　介……求職相談、職業紹介
　　☎ 06－6632－3200
高 齢 者……高齢者の求職相談、職業紹介
　　☎ 06－6633－7998
事 業 所……事業所登録、求人受付、事業所に関する問合せ
　　☎ 06－6632－3200

平日・土曜　午前５時〜８時15分

平日　　　　午前９時〜11時45分
　　　　　　午後１時15分〜５時
土曜　　　　午前９時〜12時

（現金）　午前５時〜６時30分

（契約）　午前６時30分〜８時15分

（高齢者特別清掃）　午前８時30分〜
　　　　　　　　　　※始番案内専用電話☎06−6641︎−0132
（求職相談）　午前９時〜午後５時
　　　　　　　（土曜日は午前12時まで）
（窓口紹介）　午前９時〜午後４時
　　　　　　　（土曜日は午前11時45分まで）
※新規・継続求人は午前10時20分〜窓口紹介終了時間まで

紹介課

労働福祉……医療・住民票・短期宿泊・労働・社会保険・建退共
　　☎ 06－6641－0296　　技能講習修了証再交付などの相談
労働相談……賃金未払・労働条件違反などの相談
　　☎ 06－6634－6535
労災相談……労災事故手続き、休業補償立替
　　☎ 06－6634－6535
技能講習……技能講習受講、安定就労のためのカウンセリング
　　☎ 06－6641－0325

労働福祉課
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「利用者カード」の提示

求職相談・職業紹介

　仕事の紹介や相談を利用する時は
「利用者カード」が必要です。
　�　円滑に利用していただけるよう相
談台帳を作成し、みなさまに「利用
者カード」をおわたしします。

　各窓口で「利用者カード」を提示し、ご相談く
ださい。

事務所案内

求人者用駐車位置

（←南側　北側→）

（正面出入口付近）
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事務所前駐車位置

の求人車両に掲示し

ている「求人票（控）」

でも確認できます。

駐車位置での面談

事務所での面談

センターの事

務所でも面接

できるように

なったんや！

さあ紹介票ももらったし

これから仕事に行ってきま～す！

時にセンターへ来て、外の

モニターを見たら募集してい

る求人内容がわかるんや。

駐車番号

駐車番号

１ 

事務所の中のモ

ニターでも当日募

集の求人内容が確

認できます。

２ 

紹介票等を

お渡しします。

求
人
の
詳
細
を

タ
ブ
レ
ッ
ト
の

画
面
を
用
い
て

説
明
し
ま
す
。

自分でも後

から労働条件

が確認できて

安心や

 

① 情報収集なら
センターホームページにアクセスを

事前に求人情報がスマホ

やパソコンで見れるから

便利やわ。

②当日の最新情報はこちら

③労働条件の詳細はこちら

就労機会を増やすことに役立ちます

西成 太郎

④紹介票をもらおう！
⑤面談を受けよう！

⑥採用が決定されました

＜センター事務所＞

①紹 介 方 法
（1）「早朝紹介」午前５時から

↑ホームページ↑
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・特別清掃事業に登録した方への紹介です。

・対象は、当地域で就労し生活が困窮している55才以上の日雇労

　働者です。

・日曜・祝日を除く毎朝８時30分から、登録番号の順に紹介を行

　います。

・電話またはホームページにて始番を確認することが

　できます。（☎︎06−6641−0132）

・日曜・祝日を除く毎朝９時から、求職相談を行います。

　①日雇紹介

　　一般土工・ガードマン・工場内作業員などの日雇求人を

　　紹介します。なお、新規求人の紹介は10時20分から行い

　　ます。ホームページでも求人情報をみることができます。

　②一般紹介（常用求人の紹介）

　　清掃・警備・介護など建設以外の業種、また短時間の

　　仕事などもありますので、お気軽にご相談ください。

（2）「輪
りんばん

番紹介」

（3）「窓
まどぐち

口紹介」（日雇・一般）

Ｂ
建
設
に

行
き
た
い
ね
ん

け
ど

も
ち
ろ
ん

無
料
紹
介

で
っ
せ

宿
舎
や

食
事
な
ど
の

写
真
も
見
て

み
ま
す
？

↑始番確認↑

↑現金↑

↑契約↑
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　仕事に行くときは労働条件をキチンと確認しましょう。

　労働時間・賃金・宿舎費・契約期間・交通費など。

　事業所・元請や親会社の住所・電話番号を出面表にメモして

おきましょう。
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日雇で働き、手帳交付の手続きをする時は、住民票記載事項証明書
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次のいずれかの要件に当てはまる場合は、「日額表」「丙欄」

の所得税額が控除されます。

⑴　雇用契約の期間が、あらかじめ定められている場合は２ヶ

月以内であること。

⑵　日雇いの場合には、継続して２ヶ月を超えていないこと。

　なお、最初の契約期間が２ヶ月以内の場合でも、期間の

延長や再雇用のため２ヶ月を超える時があります。この場

合には、契約期間が２ヶ月を超えた日から給与を支払う期

間に応じ、定められている税額表（「月額表」又は「日額表」）

の「甲欄」又は「乙欄」を使って税額を控除されることに

なります。

＜2021年（令和３年）分＞
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種転換・常用就職型講習」「安定就労のためのカウンセリング（職

業相談）」など、職業生活の安定が図れるように応援しています。

　あいりん地域において求職活動を行っている日雇労働者で講

習内容を理解し、資格を取得後就労が可能で健康な者。

※�一般雇用保険適用者、求職者支援制度（支援訓練）の対象者

は対象外。

①�　本人確認ができる有効期限内の公的証明書（写真付きのマイナン
バーカード、運転免許証など）

　　※�住民票の場合は、受講希望科目の講習初日から数えて 3 ヶ月以内
のもの

②�　大阪府以外に住所がある方は、事業所の推薦状が必要です（西成労
働福祉センターに登録している事業所、又は大阪府下に所在地がある
事業所）

③�　日雇労働者被保険者手帳をお持ちの方は必ず手帳を持参してください
④　ハンコ（シャチハタ以外）
⑤　受講科目によっては修了証や証明写真等が必要です
　　※（�修了証等に記載されている氏名、生年月日などが①と必ず同じ

であること）

①　受付は選考日の約１ヶ月前から原則選考日の約１週間前まで。

②　選考日は原則午前9時15分から、適性試験・受講説明を行います。
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応援します！ 現場で活きる資格の取得

運搬・包装業務その他、職種転換や常用就職に向けた講習
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【技能講習受講者への就労支援】

　就業機会増大、常用雇用等の安定した雇用への移行支援とし

て、ハローワークの就労支援ナビゲーターによる個別求職相談

（予約制）や、センターの求職相談を実施していますので積極

的に活用してください。

【就職活動講習会の開催】

　技能講習修了証を取得した後、「履歴書の書き方がわからな

い」「面接時にはどのようなことに気をつければよいのか」な

ど悩んでおられる方を対象に、相談を受けています。ご希望の

方はお申込みください。

　くわしくは技能講習係まで
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⑫労災保険　―仕事中にケガをしたら
⑴　すぐ病院へ
　仕事中または仕事の行き帰りに、あるいは宿舎施設の不備

で事故にあい負傷した場合は、ほとんどが労働災害になります。

　すみやかに現場監督や事業主に負傷したことを伝えて、事

業所の人といっしょに近くの病院で治療を受けてください。

⑵　たいしたことがないと思っても、必ず報告を
　あとで痛んできたり、骨が折れていたりする事もあります。

言いだしにくいかもしれませんが、現場の監督（責任者）に

事故を報告し、「少し様子をみてみるが、具合が悪くなったと

きにはよろしく」と言ってください。その際、監督の名前を

聞いておくことが大切です。

⑴　労災で治療を受けるため

には、事業主（元請の場合

が多い）から現認書（様式
5 号）を発行してもらい、

それを労災指定病院へ提出。
※通勤災害の場合は様式 16 号の

3を提出

⑵　病院を変わるときは、事

業主から転医書（様式 6号）
の発行を受けてください。

　　特に、出張など遠方でケ

ガをして、大阪へ帰ってく

る場合には、必ず転医書を

もらってきてください。

　転医書がなければ労災で

病院にかかれません。
※通勤災害の場合は様式16号の 4

療養補償
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※通勤災害の場合は、様式 16 号の 6

22
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労働福祉係まで相談

してください。
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【平均賃金算出方法】

ケガをした前日までの賃金で算出する

雇用の形態 平　均　賃　金 休業補償給付

イ
日　　雇

受傷前日から以前1ヶ月間の賃金総額 
×  

73

　　その間の労働日数　　　  100 

平均賃金×0.6

と

平均賃金×0.2

（休業特別支給金）

の合計額⇒

結果として

平均賃金×0.8

ロ
契　　約

就労初日から受傷前日までの賃金総額 
  

　　 その間の総日数

ハ
2 週間未満
で全日働い
ていた場合

就労初日から受傷前日までの賃金総額 
× 

6

　　 その間の総日数　　　 　  7 

ニ
常　　雇

前3ヶ月間の総賃金

前3ヶ月間の暦の総日数

※イ ロ ニ は労働基準法での平均賃金算出方法で、労災保険法でも使用、ハは、

労災保険法だけの平均賃金算出方法です。

　ロでは、平均賃金の最低保障額あり。
賃金総額

労働日数
× 60％か 3,940 円

（2021 年 8 月 1 日以降の自動変更対象額）

くわしくは、労働福祉係まで
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　健康保険手帳の交付は、玉出年金

事務所か、西成労働福祉センター内

の健康保険窓口で行っています。
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玉出年金事務所
（オスカードリーム４階）

ハンコ
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〈賃金日額と保険料日額〉
等級 賃金日額 保険料の総額 本人負担額

3
5,000 円以上

  880 円   （740 円） 335 円   （285 円） 
6,500 円未満

4
6,500 円以上

1,110 円   （940 円） 425 円   （360 円） 
8,000 円未満

5
8,000 円以上

1,350 円（1,140 円） 515 円   （435 円） 
9,500 円未満

6
9,500 円以上

1,650 円（1,400 円） 630 円   （535 円） 
12,000 円未満

7
12,000 円以上

2,040 円（1,730 円） 780 円   （660 円） 
14,500 円未満

8
14,500 円以上

2,420 円（2,050 円） 925 円   （785 円） 
17,000 円未満

9
17,000 円以上

2,810 円（2,380 円） 1,075 円   （910 円） 
19,500 円未満

10
19,500 円以上

3,270 円（2,770 円） 1,250 円（1,060 円）
23,000 円未満

11 23,000 円以上 3,820 円（3,230 円） 1,460 円（1,235 円）

（2021 年 4 月～）

★（　）内の額は、40 歳未満または 65 歳以上で、介護保険第

2号被保険者とならない方の保険料金額です。

　なお、保険料は毎年 4月に見直しがあります。

保険料（印紙代）
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★　健康保険手帳を持っている 40 歳以上 65 歳未満の人は、

　自動的に介護保険の第 2号被保険者となります。
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⑮健康診断
★生活習慣病予防健診（健康保険日雇特例）
　健康保険の受給資格があれば「生活習慣病予防健診」が受け

られます。（対象年齢　35才～ 74才）

《手続き》

・年度内１回に限り、協会けんぽが健診費用の一部を補助しま

す。（補助後の自己負担金は最高 7,169円）

・健診費用の補助が受けられるのは、協会けんぽ指定の健診

機関に限られます。

・手続き方法などは直接、協会けんぽまでお問い合わせくださ

い。

　問い合わせ先:協会けんぽ　06-7711-4300

★特定健康診査（国民健康保険）（無料）
・毎年、4月1日時点で、大阪市国民健康保険に加入されてい

る40才以上の方に「受診券」が 4月末頃に自宅に送付され

ます。その案内にしたがって受診してください。75才以上の

方は大阪府後期高齢者医療広域連合から4月下旬に「受診券」

が送付されます。（健診の基本項目は無料です。）

　　問い合わせ:西成区保健福祉センター　☎ 06-6659-9882

★結核健診（無料）
・毎月3回程度西成労働福祉センター等で、結核健診を行っ

ています。

【問い合わせ】

　　西成区役所保健福祉課結核健診グループ　☎ 06-6659-9969
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※この早見表の退職金額は、最初

から日額 320 円の証紙が貼付さ

れている場合です。

　建退共とは、すべての建設現場労働者のためにつくられた退

職金制度です。

　建退共に加入している事業所の現場（公共工事の現場は、ほ

ぼすべて加入）で就労するたびに建退共証紙をはってもらうこ

とで、積み立てていくしくみです。証紙代は全額、事業所が負

担します。

年 数 証紙枚数 退職金額（円）
1年（12月） 252枚 24,192
（18月） 378枚 49,728
（23月） 483枚 78,624

2年（24月） 504枚 161,280
5年 1,260枚 414,087
10年 2,520枚 893,559
15年 3,780枚 1,409,319
20年 5,040枚 1,933,479
25年 6,300枚 2,474,439
30年 7,560枚 3,038,919

⑯建退共（建設業退職金共済制度）
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敬老優待乗車証の交付

大阪市に住所のある70才以上の人には敬老優待乗車証の交付

があります。

１回乗車あたり50円の負担が必要です。

くわしくは、西成区役所（地域福祉担当 ☎︎06—6659—9857）へ。
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⑤公営住宅
　府営住宅の総合募集は、年６回偶数月に、また市営住宅の定

期募集は年２回、７月と２月にそれぞれ行います。府・市とも

随時募集も行っています。

　いずれも、住民票と収入を証明する書類などが必要です。（生

活保護を受けている方は、収入を証明する書類は不要です。）

　ＵＲ賃貸住宅（旧公団住宅）の空室募集は、そのつど行って

います。

生活
保護

病気や高齢のため
生活が困窮した時

西成区保健福祉
センター分館

年金
相談

年金を掛けていた
方で 60 歳を超え
た人

国民年金のみの
加入者

西 成 区 役 所
保 険 年 金 6 Ｆ

厚生年金の加入
者

玉出年金事務所

障害
相談

身体が不自由な方
の各種相談

西成区保健福祉
セ ン タ ー 5 Ｆ

石綿
相談

アスベストに関す
る健康・対処・補
償の相談

健康相談
西成区保健福祉
セ ン タ ー 2 Ｆ

廃棄物など環境
への不安

大阪市環境局

労災補償の相談
大 阪 南 労 働
基 準 監 督 署

④一般生活相談窓口
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午前10時30分〜午後４時30分
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⑧年齢早見表（2022 年・令和 4年用）

※誕生日がくれば、上記の年齢になる。

西暦 和暦 年齢

1947 昭和 22 75

1948 23 74

1949 24 73

1950 25 72

1951 26 71

1952 27 70

1953 28 69

1954 29 68

1955 30 67

1956 31 66

1957 32 65

1958 33 64

1959 34 63

1960 35 62

1961 36 61

1962 37 60

1963 38 59

1964 39 58

1965 40 57

1966 41 56

1967 42 55

1968 43 54

1969 44 53

1970 45 52

1971 46 51

1972 47 50

1973 48 49

1974 49 48

西暦 和暦 年齢

1975 50 47

1976 51 46

1977 52 45

1978 53 44

1979 54 43

1980 55 42

1981 56 41

1982 57 40

1983 58 39

1984 59 38

1985 60 37

1986 61 36

1987 62 35

1988 63 34

1989 平成元 33

1990 2 32

1991 3 31

1992 4 30

1993 5 29

1994 6 28

1995 7 27

1996 8 26

1997 9 25

1998 10 24

1999 11 23

2000 12 22

2001 13 21

2002 14 20
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●毎月 3 回程度、西成労働福祉センター等で、結核検
診を、無料で行っています。

8



－ 37 －

⑩何をどれだけ食べたらよいか
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　大阪市西成断酒会

支部名 例会場 電話番号 開催曜日 時　間

西成東
西成区民
センター

06-6651-1131 毎週火曜日 19:00 ～ 20:45

西成南 梅南集会所 06-6653-1116 毎週木曜日 19:00 ～ 20:45

⑪お酒のじょうずな飲み方
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⑫感染症対策
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⑬熱中症
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近鉄けいはんな線「荒本」下車
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※ＡＥＤは西成労働福祉センター待合にもあります。
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関係機関あんない

相　談　窓　口 電　話

仕　　事 あいりん労働公共職業安定所 06-6649-1491

ハローワーク阿倍野（文の里庁舎） 06-4399-6007

ハローワーク阿倍野職業紹介

コーナー（あべのルシアス８階）
06-6631-1675

ＮＰＯ釜ヶ崎支援機構 06-6630-6060

大阪ホームレス就業支援センター 06-6645-1951

（お仕事支援部） 06-6645-0246

しごと情報ひろば天下茶屋

（無料職業紹介所）
06-6655-5791

自立支援 ホームレス自立支援センター舞洲 06-6462-1765

労働相談 大阪南労働基準監督署 06-7688-5580

建 退 共 建設業退職金共済組合大阪府支部 06-6941-3650

外 国 人 大阪府外国人情報コーナー 06-6941-2297

大阪国際交流センター 06-6773-8989

大阪外国人雇用サービスセンター 06-7709-9465

西成区役所外国籍住民相談 06-6659-9907
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相　談　窓　口 電　話

福祉相談
健康保険
年金など

西成区役所保健福祉課
生保新規相談受付面接グループ
（生活保護）

06-6659-9840

同　支援グループ・適正化グループ・
事業調整グループ（同）

06-6659-9872

同　介護保険グループ 06-6659-9859

同　地域福祉グループ
（高齢者・障がい者その他）

06-6659-9857

同　地域保健グループ
（野犬や食品衛生）

06-6659-9973

西成区役所／保険年金担当
保険年金保険グループ
（国民健康保険・年金）

06-6659-9956

西成区保健福祉センター
分館グループ
（生活相談全般）

06-6649-4901

あいりん地域総合相談室
（高齢者）※西成市民館内

06-6633-7200

玉出年金事務所 06-6682-3311

西成労働福祉センター内
（健康保険窓口）

06-6641-0131

医療相談 大阪社会医療センター 06-6649-0321

大阪市西成区保健福祉センター
分館（感染症・結核・アルコー
ル依存症等）

06-6632-2600
（分館3階）

緊急入院保護業務センター
（救急車での保護）

06-6543-7211
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相　談　窓　口 電　話

法律相談
西成区役所� 抽選

（毎月第 1金曜・第 3火曜午後）
06-6659-9683

浪速区役所� 予約

（毎月第 1～ 4水曜午後）
06-6647-9683

大阪弁護士会総合法律相談センター 06-6364-1248

司法書士総合相談ホットライン
（毎水曜午後1時30分～4時30分）

06-6941-5758

そ の 他 西成区役所 /住民登録グループ 06-6659-9963

（住民票）戸籍グループ 06-6659-9961

大阪家庭裁判所　受付 06-6943-5745

西成警察署 06-6648-1234

西成郵便局 0570-943-630

西成市民館 06-6633-7200

三徳寮（新今宮文庫） 06-6645-0567

UR 難波営業所（旧住都公団） 06-6636-2903

大阪クレジット・サラ金被害者の会 06-6361-0546

城北労働・福祉センター 03-3874-8089

寿労働センター 045-662-5861

�

※この手帳のイラストはありむら潜氏の許諾をいただいております。


